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IPv6IPv6関連のミーティング関連のミーティング

Joint IPv6/Address Policy SIGJoint IPv6/Address Policy SIG
IPv6(Technical) SIGIPv6(Technical) SIG



IPv6IPv6アドレスポリシに関してアドレスポリシに関して

Joint IPv6/Address Policy SIGJoint IPv6/Address Policy SIG
新新IPv6IPv6アドレス割り当て規則アドレス割り当て規則

現割り当て規則における現割り当て規則におけるBootstrapBootstrap期間の延長期間の延長

Internet ExchangeInternet Exchangeへのアドレス割り当てへのアドレス割り当て

http://www.apnic.net/meetings/12/sigs/joint_ipv6.htmlhttp://www.apnic.net/meetings/12/sigs/joint_ipv6.html



現現IPv6IPv6アドレス割り振り規則アドレス割り振り規則

一般基準一般基準
33つ以上のつ以上のsubsub--TLATLA取得組織と経路情報を交換取得組織と経路情報を交換

SLASLA顧客サイトが顧客サイトが4040以上以上

1212ヶ月以内にサービス提供開始ヶ月以内にサービス提供開始

BootstrapBootstrap期間期間
33つ以上の他組織と経路情報を交換つ以上の他組織と経路情報を交換

1212ヶ月以内にサービス提供開始ヶ月以内にサービス提供開始

以下のいずれか。以下のいずれか。
IPv4IPv4でで,40,40以上の以上のSLASLAレベルの顧客サイトを収容レベルの顧客サイトを収容

66ヶ月以上ヶ月以上6bone6boneプロジェクトに参加しプロジェクトに参加し,3,3ヶ月以上ヶ月以上pTLApTLAを運用を運用



BootstrapBootstrap期間期間

subsub--TLA TLA アドレス空間の割り振りを受けた申アドレス空間の割り振りを受けた申
請組織の数が請組織の数が 100 100 に達するまで（ただし，同に達するまで（ただし，同

一の地域レジストリの管轄地域に属するもの一の地域レジストリの管轄地域に属するもの
がが 60 60 を超えていない場合）を超えていない場合）



subsub--TLATLA取得状況取得状況
ｓTLA取得推移（RIR別）
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BootstrapBootstrap期間延長に関して期間延長に関して

20012001年年66月，月，APNICAPNICより期間延長の是非につより期間延長の是非につ

いて意見募集いて意見募集

JPNICJPNICでも会員の意見をとりまとめ，でも会員の意見をとりまとめ，APNICAPNICに送付に送付

原則賛成，期間については明確に定めるべき原則賛成，期間については明確に定めるべき

ipv6ipv6--sig MLsig MLにていくつかの意見にていくつかの意見

Open Policy MeetingOpen Policy MeetingでのでのAPNICAPNICからの提案からの提案

subsub--TLATLA取得数取得数 200200，， 地域制限地域制限 120 (120 (現規則の現規則の
倍倍))まで，まで，BootstrapBootstrap期間を延長期間を延長



APAP地域でのコンセンサス地域でのコンセンサス

現行現行BootstrapBootstrapポリシに則した新しいアドレスポリシに則した新しいアドレス
ポリシが決まるまで，ポリシが決まるまで，BootstrapBootstrap期間を延長期間を延長

IPv6 bootstrap period should be extended until IPv6 bootstrap period should be extended until 
the next IPv6 Policy is implemented, on the the next IPv6 Policy is implemented, on the 
understanding that the next policy takes account understanding that the next policy takes account 
of bootstrapping needs.of bootstrapping needs.

参考：参考：
RIPERIPE--NCCNCC：： 200200組織が取得（組織が取得（11地域地域120120組織）まで延長組織）まで延長

ARINARIN：： 延長するかどうか意見募集中延長するかどうか意見募集中



IXIXへのアドレス割り当てへのアドレス割り当て

Internet Exchange Point Internet Exchange Point へのへの IPv6IPv6アドレスアドレス
現割り当て規則では先送り現割り当て規則では先送り （（4.2.3.14.2.3.1節）節）

RIRRIRに，に，IXIXへのアドレス割り当て要求があがりへのアドレス割り当て要求があがり
始めた始めた

subsub--TLATLA空間は大きすぎる空間は大きすぎる （（/35/35））
特定の特定のISPISP配下のアドレスでは不可配下のアドレスでは不可

/64 /64 もしくはもしくは /48/48，プロバイダ独立なアドレスブロッ，プロバイダ独立なアドレスブロッ
クク



JPNICJPNICからの意見提起からの意見提起

JPNICJPNICにて，会員からの意見をにて，会員からの意見をAPNICAPNICに送付に送付

ＩＸへはグローバルアドレスの割り当てが必要ＩＸへはグローバルアドレスの割り当てが必要

各各IXIXセグメントごとにセグメントごとに /64/64とすべきとすべき

リンクローカルアドレスでも運用可能だが，現状リンクローカルアドレスでも運用可能だが，現状
では対応していない製品がある．では対応していない製品がある．



APNICAPNICからの提案からの提案

RIPERIPEでの議論にあわせ，での議論にあわせ，

ほとんどの場合ほとんどの場合 /48 /48 を割り当てを割り当て

明らかに明らかに11サブネットの場合にはサブネットの場合には /64/64
IXIXの定義の定義

11組織が運営し，組織が運営し，ISPISP同士のトラフィック交換を目的とす同士のトラフィック交換を目的とす
るるL2L2の物理インフラ．少なくとも３の物理インフラ．少なくとも３ISPISPが接続し，加入のが接続し，加入の

ための明確で公開されたポリシが存在するものための明確で公開されたポリシが存在するもの



APAP地域でのコンセンサス地域でのコンセンサス

基本的には基本的にはRIPERIPEの提案どおり，ただし割り当の提案どおり，ただし割り当
てはては/64/64

これを受け，これを受け，APNICAPNICでアドレス配布準備中でアドレス配布準備中

参考：参考：
RIPERIPE--NCCNCC

/48/48での割り当てがすでに開始．での割り当てがすでに開始．AMSAMSｰーIXIXなど数組織が取得済など数組織が取得済

ARINARIN
議論中．議論中．


